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日本郵政公社の集配拠点再編計画の変更を求める意見書 

日本郵政公社は、４，７００局の集配局のうち約１，０００局について集配を行わない 

無集配局にする、という再編計画が報道された。 

また、平成１９年１０月の郵政民営化までに、上記の再編計画を実施するとともに、都 

市部に集約される約１，０００局の統括センター以外は、集約業務は実施されるが、実質 

的には窓口業務主体の無集配局に再編されることも報道されている。 

その中で、地元集配郵便局外務員は毎日、郵便配達で地域をくまなく回り、子どもの安 

全や道路の損傷、また山林への不法投棄などのパトロールや、貯金・保険の局外サービス 

等、きめ細やかな取り扱いを行い地域住民に高い信頼を得ている。 

この再編計画により朝日町及び清見町三日町の郵便局が無集配局化すれば、郵便局のき 

め細やかなサービスを低下させ、過疎化に拍車を掛けることは明らかであり、地方切り捨 

てにつながる施策といわざるを得ない。 

よって国におかれては、現在行われている地元集配特定局の業務取り扱いを、今までど 

おり継続させ、外務員の郵便・貯金・保険、一体のサービスが民営化後も継続実施される 

よう集配拠点再編計画の変更を強く求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成１８年９月２９日 

高 山 市 議 会


